
個人住民税の寄付金税額控除について 

 

 学校法人大正大学への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している下記の

自治体にお住いの方は、確定申告により個人住民税の寄付金控除の適用を受けることがで

きます。 

 

・都道府県 

   東京都 

・市区町村 

   豊島区 

 

※ご寄付をいただいた年の翌年１月１日現在の住所地が上記の方が適用されます。 

※控除率は、都道府県は「４％」、市区町村は「６％」となっております。 

 （都道府県および市区町村とも指定している場合は「１０％」となります。） 

※寄付金税額控除が受けられる上限額は当該年分の総所得金額等の「３０％」が上限とな

ります。 

※個人住民税の控除は、寄付をした翌年度の個人住民税から控除されます。 

 

 

■ 個人住民税控除額の計算方法 

 

             －         ×        ＝  

 

 （注１）総所得金額等の３０％が上限    

 

参考：総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/ 
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